
倉敷市水道局低入札価格調査実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、倉敷市水道局が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）の競争入札において、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項（第１６７条の１３の規定に

より準用する場合を含む。）の規定により落札者を決定するために行う調査（低入札価格調

査）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 電子入札システム 倉敷市水道局電子入札実施要綱に規定する電子入札システムをい

う。 

(２) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。 

(３) 紙入札 電子入札によらない紙媒体により執行する入札手続をいう。 

(４) くじ番号 電子入札の場合にあっては、入札者が電子入札システムに入札金額を登録

する際に入力する１から９９９までの任意の数字をいう。紙入札の場合にあっては、入札

者がくじ番号として入札書に記載する１から９９９までの任意の数字をいう。 

(５) 到着ミリ秒 電子入札システムに入札金額が登録された時刻のミリ秒をいう。 

(６) 決定くじ番号 電子入札の場合にあってはくじ番号と到着ミリ秒との和をいい、紙入

札の場合にあってはくじ番号を決定くじ番号とする。ただし、和の値が４桁となった場合

は、下３桁の値を採用する。 

（調査基準価格の設定対象工事） 

第３条 低入札価格調査を行う基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）を設定する

工事は、倉敷市水道事業管理者が特に調査基準価格を設定する必要があると認めた工事とす

る。 

（調査対象） 

第４条 低入札価格調査は、次の各号のいずれかの場合に行うものとする。 

 (１) 総合評価競争入札において、予定価格の制限の範囲内で倉敷市水道局建設工事総合評

価競争入札実施要領第１２条に規定する評価値の最も高い者（以下「最高評価入札者」と



いう。）の当該申込みに係る価格が次条の規定により算出した調査基準価格の額を下回る

場合 

 (２) 総合評価競争入札を除く入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て申込みをした者（以下「最低価格入札者」という。）の当該申込みに係る価格が次条の

規定により算出した調査基準価格の額を下回る場合 

（調査基準価格の算出方法） 

第５条 調査基準価格は、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額に低入札価格

調査基準率を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額に１００分の１１０を乗じて得た額と

する。 

２ 低入札価格調査基準率は、次の計算式により算定した率の小数点第３位以下を切り捨てた

率とし、その率が０．９２を超える場合は０．９２とし、０．７７を下回る場合は０．７７

とする。ただし、建設工事に家屋調査、境界復元等の委託業務が含まれる場合にあっては、

当該計算式の各項目から当該委託に係る費用を除いた数値を基に算定するものとする。 

（設計上の直接工事費×０．９７＋共通仮設費×０．９０＋現場管理費×０．９０＋一般管

理費×０．６８）÷工事価格 

 （審査委員会） 

第６条 低入札価格調査を行うため、水道局契約審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を設置する。 

２ 審査委員会は、倉敷市水道局建設工事及び物品調達業者入札指名委員会規程（昭和５０年

倉敷市水道局管理規程第１５号）に定める建設工事委員会における局長委員会をもって充て

る。 

 （調査班） 

第７条 契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で

はないか否かについて調査するため、倉敷市水道局建設工事低入札価格調査班（以下「調査

班」という。）を設置する。 

２ 調査班は、倉敷市水道局水道技術管理者の職にある者、当該建設工事の設計・施工担当の

課長及び課長補佐、水道総務課長、水道総務課企画検査室検査主幹をもって組織し、班長は

倉敷市水道局水道技術管理者の職にある者、副班長は水道総務課長とする。 



（落札の保留） 

第８条 入札執行者は、第４条各号のいずれかに該当する場合、低入札価格調査を行うため、

落札候補者の決定の保留及び第１０条に掲げる調査の実施について、入札参加者に通知し、

入札を終了するものとする。 

（失格基準価格の算出方法） 

第９条 次の計算式により算定した額（千円未満切り捨て）に１００分の１１０を乗じて得た

額（以下「失格基準価格」という。）を下回る入札は、当該契約内容に適合した履行がなさ

れないおそれがあると判断して失格とし、次条以下の調査は行わない。 

予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額×（失格基準率＋（０．０００５Ⅹ

＋０．００００５Ｙ）） 

ただし、Ⅹ及びＹは、０から９までの１単位の変数とする。 

２ 失格基準率は、次の計算式により算定した率の小数点第３位以下を切り捨てた率とし、そ

の率が０．９２を超える場合は０．９２とし、０．７７を下回る場合は０．７７とする。た

だし、建設工事に家屋調査、境界復元等の委託業務が含まれる場合にあっては、当該計算式

の各項目から当該委託に係る費用を除いた数値を基に算定するものとする。 

（設計上の直接工事費×０．９２＋共通仮設費×０．８５＋現場管理費×０．８５＋一般

管理費×０．６３）÷工事価格 

３ 入札者は、入札時にくじ番号を入力又は記入するものとし、有効な入札をした者の決定く

じ番号の和の十の位の数字をⅩに代入し、一の位の数字をＹに代入して失格基準価格を算定

する。 

  なお、くじ番号の記入がない場合又は１から９９９までの数字以外が記入されている場合

は、「９９９」が記入されたものとして取り扱うこととする。 

４ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内であって前３項の規定により算定した額以上の入札

の数が１以上あれば、当該算定額を失格基準価格として決定するものとする。ただし、予定

価格の制限の範囲内の全ての入札が当該算定額を下回った場合は、第１項の規定に基づいた

計算式により、Ｘ及びＹに０を代入して算定した額を失格基準価格として決定するものとす

る。 

５ 入札執行者は、当該入札の開札後直ちに前各項の規定により失格基準価格を決定し、入札

者又は立会人に発表するものとする。 



（調査の実施） 

第１０条 調査班は、第４条の低入札価格調査の対象者（２者以上あるときは、くじにより決

定された者とする。ただし、前条第１項に規定する失格となった者を除く。以下「調査対象

者」という。）に提出方法及び提出期限を指定した上で入札価格の内訳書の提出を求め、当

該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か、又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認められるか否かについて具体的に判断するため、次の項目について調査を行うものとす

る。 

(１) その価格により入札した理由 

(２) 入札価格の内訳書の内容 

(３) 対象工事付近における手持ち工事の状況 

(４) 対象工事に関連する手持ち工事の状況 

(５) 対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連 

(６) 第１次下請けの予定業者名及び予定下請金額 

(７) 手持ち資材の状況 

(８) 資材購入先及び入札者との関係 

(９) 手持ち機械の状況 

(10) 労務者の具体的供給見通し 

(11) 過去に施工した公共工事名、工事成績 

(12) 特定建設資材廃棄物の再資源化 

２ 調査班は、前項の調査を行っても、なお疑義がある場合においては、さらに次に掲げる項

目について調査を行うものとする。 

(１) 経営状況（関係機関等への照会） 

(２) 信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払の状況又は下請代金の支払遅延状況） 

(３) その他必要な事項 

３ 調査班は、調査対象者が前２項に規定する低入札価格調査の実施に応じないときは、当該

契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるものとする。 

（調査結果等の報告） 

第１１条 調査班の班長は、調査が終了したときは、調査結果を審査委員会に報告するものと



する。 

（審査及び落札候補者の決定） 

第１２条 審査委員会は、前条に定める調査報告をもとに調査対象者を落札候補者とするか否

かを審査する。 

２ 前項の審査の結果、審査委員会が当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがない

と判断し、かつ、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当ではないと判断した場合は、調査対象者を落札候補者として決定する。 

３ 前項の規定により落札候補者を決定したときは、当該結果を入札参加者全員に通知するも

のとする。 

（次順位の入札者の準用） 

第１３条 第１０条及び第１１条の規定により調査対象者を落札候補者としない場合は、次に

掲げる調査対象者の区分ごとに定める者（第９条第１項に規定する失格となった者を除く。

）を次順位者とし、第１０条以下に定める手続と同様の手続を行うものとする。 

 (１) 調査対象者が最高評価入札者であるとき 

   予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち評価値の最も高い他のも

の 

 (２) 調査対象者が最低価格入札者であるとき 

   予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって

申込みをしたもの 

（入札参加資格の審査及び落札決定） 

第１４条 落札候補者は、指定された日時までに入札参加資格の審査書類を水道総務課へ提出

し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 

２ 前項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしている場合は、落札候補者を

落札者とする。 

３ 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合は、当該落札候補者を失格とし、第

１３条の規定を準用するものとする。以後、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年７月１日から当分の間、試行する。 

   附 則 



 この要領は、平成１５年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２１年９月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２１年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行前に公告した一般競争入札又は通知した指名競争入札については、なお従

前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２２年４月１２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行前に公告した一般競争入札又は通知した指名競争入札については、なお従

前の例による。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２５年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年６月１日から施行する。 

   附 則 



 この要領は、平成２７年９月１６日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年６月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月１日） 

この要領は、公布の日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年６月１日から施行する。 

 


